
入間市税条例及び入間市都市計画税条例改正要旨  
〔 個人市民税 〕 
＜入間市税条例附則第８条＞ 

◆ 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税特例の延長 
○ 特例の適用期限を令和９年度（現行：令和６年度）まで３年延長するものです。    
＜入間市税条例附則第１７条の２＞ 
◆ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の  課税特例の延長 
○ 特例の適用期限を令和８年度（現行：令和５年度）まで３年延長するものです。   
〔 軽自動車税 〕 
＜入間市税条例附則第１５条の２の２＞ 
◆ 軽自動車税環境性能割の非課税  ○ 法律改正にあわせて臨時的軽減措置に係る規定を削除。  ※ 環境性能割の臨時的軽減措置の終了に伴い削除。    
＜入間市税条例附則第１５条の６＞ 
◆ 軽自動車税環境性能割の税率の特例  ○ 法律改正にあわせて臨時的軽減措置に係る規定を削除。 
※ 環境性能割の臨時的軽減措置の終了に伴い削除。         ＜入間市税条例附則第１６条＞ 
◆ 軽自動車税種別割の税率のグリーン化特例の見直しと延長  ○ 軽自動車税種別割のグリーン化特例（軽課）は、より燃費性能の高い方へ重点化を行っ

た上で、取得期間を令和５年４月１日から３年間（一部２年間）延長するものです。  
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〔 固定資産税及び都市計画税 〕 
＜入間市税条例附則第１２条、入間市都市計画税条例附則第２項＞ 
◆ 固定資産税（土地）の課税の特例 
○土地に係る負担調整措置について、令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上

昇幅を評価額の２．５％としていたものを５．０％に戻す改正。 
※ 都市計画税も同様。   

〔 その他 〕 
＜入間市税条例第４６条、第４８条第１項、第５項、第５０条第１項、第２項、 
第９８条第１項、５項、第１０１条第１項＞ 

◆ 施行規則様式の新設に伴う改正  
＜入間市税条例附則第２４条＞ 
◆ 規定の整備  
＜入間市税条例附則第１０条及び第１０条の２、入間市都市計画税条例附則第１３項＞ 
◆ 地方税法の改正に伴う引用条項の改正  


